
平成２９年度 

久留米市障害者地域生活支援協議会 

 第１回 障害者計画等策定検討部会 次第 
 

【日時】平成２９年８月１０日（木）１３：３０～ 

【会場】久留米市庁舎 ３０５会議室 

 

１．挨拶 

 

２．部会長の設置 

 

３．説明 

（１）説明１  障害者（児）生活実態調査について 

 

 

 

（２）説明２  障害者施策の動向 

 

 

 

４．議事 

（１）議事１  次期「久留米市障害者計画」等の策定について 
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１ 調査の目的                         

障害者の生活実態やニーズを把握し、第３期久留米市障害者計画、第５期久留米市障

害福祉計画及び第１期久留米市障害児福祉計画の策定の基礎資料とするために、障害者

の生活実態等の調査をしました。 

 

 

２ 調査の設計                         

○調査地域 

久留米市全域 

 

○調査対象者 

【調査票Ａ（３障害）】身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の所持

者、自立支援医療（精神通院制度）の利用者 

【調査票Ｂ（難 病）】特定疾患医療受給者証の所持者（身体障害者手帳所持者を除

く） 

【調査票Ｃ（発 達）】発達の面で支援が必要と思われる子どもを持つ保護者 

 

○標本数 

【調査票Ａ（３障害）】3,900 人 

【調査票Ｂ（難 病）】 400 人 

【調査票Ｃ（発 達）】 400 人 

 

○抽出方法 

【調査票Ａ（３障害）】身体障害者手帳所持者について、65 歳以上の比率を久留米

市の人口比率（22.5％）と同率になるようにし、障害部位別

の構成比率が抽出後も同率となるように留意し、2,600 サン

プルを無作為抽出。 

療育手帳所持者について、障害程度の構成比率が抽出後も同

率となるように留意し、400 サンプルを無作為抽出。 

精神障害者保健福祉手帳所持者について、等級別の構成比率

が抽出後も同率となるように留意し、600 サンプルを無作為

抽出。 

自立支援医療（精神通院医療制度）利用者について、300 サ

ンプルを無作為抽出。 

Ⅰ 調査の概要 
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【調査票Ｂ（難 病）】特定疾患治療研究事業利用者から身体障害者手帳所持者を除

いた 400 サンプルを無作為抽出。 

【調査票Ｃ（発 達）】幼 児 教 育 研 究 所 ま た は 通 級 指 導 教 室 を 利 用 し て い る

子 ども 400 人を対象。 

 

○調査方法 

【調査票Ａ（３障害）】郵送による配布及び回収 

【調査票Ｂ（難 病）】郵送による配布及び回収 

【調査票Ｃ（発 達）】機関を通じた配布及び郵送による回収 

 

○調査期間 

【調査票Ａ（３障害）】平成 29 年２月３日～平成 29 年２月 20 日 

（点字版は３月６日まで） 

【調査票Ｂ（難 病）】平成 29 年２月３日～平成 29 年２月 20 日 

【調査票Ｃ（発 達）】平成 29 年１月 31 日～平成 29 年２月 13 日 

 

３ 回収結果                          

種 別 標 本 数 配 布 数※ 有効回収数 回 収 率 

調査票Ａ（３障害） 3,900  3,862  1,890  48.9％ 

調査票Ｂ（難 病）   400    400   269  67.3％ 

調査票Ｃ（発 達）   400    328   201 61.3％ 

※ 調査対象者の抽出後に死亡、転居その他の理由で対象者に届かなかったものを除いた数 

 

４ 調査票作成及び調査結果考察の検討体制            

この調査に用いた調査票の作成及び調査結果の考察にあたっては、「久留米市障害者地

域生活支援協議会（実態調査検討部会）」（※）で審議し検討を行いました。 

※「久留米市障害者地域生活支援協議会」とは 

障害者総合支援法第 89 条の３の規定により、障害者等への支援の体制の整備を

図るため、障害者等の関係機関等により構成される協議会として、久留米市が設置し

ている協議会です。 

今回の実態調査がより有益なものとなるよう、調査内容の検討及び調査結果の分析

を行うため、この協議会の専門部会の１つとして、実態調査検討部会を設けました。 
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全 体 （N = 1,890）

身体障害者 （n = 1,343）

知的障害者 （n = 322）

精神障害者 （n = 267）

自立支援医療制度 （n = 279）

系列6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 生活上の困りごとや相談相手について             

【調査票Ａ（３障害）問 24】 

現在の生活の中で困っていることや、将来に対する不安・悩み等について、「障害や健

康上の不安、悩み」（43.4％）の割合が最も高く、次いで「経済的な不安」（42.9％）、

「将来の生活が不安」（35.0％）となっています。障害者別では、知的障害者、精神障害

者、自立支援医療制度利用者で「親亡き後の不安」（知的：56.2％、精神：41.9％、自

立支援：40.1％）の割合が高くなっており、親が亡くなった後の生活について不安を感

じている人が多くみられます。 

【現在の生活の中で困っていることや、将来に対する不安・悩み】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

障害や健康上の不安、悩み

経済的な不安

将来の生活が不安

親亡き後の不安

生きがいや楽しみが少ない

43.4

42.9

35.0

26.1

16.9

44.8

39.0

31.4

18.9

14.5

29.8

32.6

33.9

56.2

13.7

50.9

63.3

51.7

41.9

29.2

52.3

62.7

52.7

40.1

28.3

0 10 20 30 40 50 60 70 80

【調査票Ａ（３障害）】身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の 

所持者、自立支援医療（精神通院制度）の利用者 

【調査票Ｂ（難 病）】特定疾患医療受給者証の所持者（身体障害者手帳所持者 

を除く） 

【調査票Ｃ（発 達）】発達の面で支援が必要と思われる子どもを持つ保護者 

Ⅱ 調査結果の概要 
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全 体 （N = 1,890）

身体障害者 （n = 1,343）

知的障害者 （n = 322）

精神障害者 （n = 267）

自立支援医療制度 （n = 279）

【調査票Ａ（３障害）問 25】 

不安や悩みの相談先について、「家族、親族」（52.3％）の割合が最も高く、次いで「友

人・知人、近所の人」（19.5％）、「病院・診療所」（17.4％）となっています。障害者別

では、精神障害者および自立支援医療制度利用者で「病院・診療所」（精神：37.8％、自

立支援：36.6％）、知的障害者で「入所・通所している福祉施設の職員」（35.7％）の割

合が高くなっており、身近な支援者に相談している現状がうかがえます。 
 

【生活の中で困っていることや不安・悩みの相談先】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

【調査票Ａ（３障害）問 26】【調査票Ｂ（難病）問 17】 

不安・悩みを相談する際に困ることについて、「どこに相談すればよいか分からない」

（Ａ：23.8％）（Ｂ：28.6％）の割合が最も高く、前回調査結果と比べて、難病者で割

合が高くなっています。相談支援事業所や基幹相談支援センター等の相談窓口の整備が

進んでいるものの、障害者の生活に浸透しきれていない現状がうかがえます。 

【生活の中で困っていることや不安・悩みを相談する際に困ること】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

家族、親族

友人・知人、近所の人

病院・診療所

入所・通所している福祉施設の

職員

市役所・久留米市保健所（保健

師含む）

52.3

19.5

17.4

11.1

8.5

54.7

19.8

13.6

8.4

7.7

45.0

14.6

13.0

35.7

8.4

42.7

19.9

37.8

9.4

13.9

48.0

21.1

36.6

8.6

12.2

0 10 20 30 40 50 60 70 80

％

どこに相談すればよいか分から

ない

近くに相談窓口がない

適切な助言が得られない

相談する度に最初から説明を

求められる

相談時に親身になって話を聞い

てくれない

28.6

6.7

6.3

4.5

2.2

24.1

7.8

11.2

11.6

5.2

0 10 20 30 40 50

平成28年度調査

（N = 1,890)

平成24年度調査

（N = 1,808）

％

どこに相談すればよいか分から

ない

相談窓口に関する情報がない

適切な助言が得られない

相談する度に最初から説明を

求められる

近くに相談窓口がない

23.8

9.5

9.3

5.9

5.5

24.1

10.3

12.4

8.2

7.1

0 10 20 30 40 50

平成24年度調査

（N = 232）

平成28年度調査

（N = 269）

【調査票Ａ（３障害）】 【調査票Ｂ（難病）】 
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【調査票Ｃ（発達）問 12】 

発達に障害のある子どもでは、発達面の支援に関する困りごととして、「相談、療育、

訓練を乳幼児期から学校卒業まで一貫して行うところ（機関）が市内にない」（54.7％）

の割合が最も高く、次いで「周囲の理解が不足している」（41.8％）、「気軽に相談できる

場が少ない」（37.8％）となっています。前回調査結果と比べて、「周囲の理解が不足し

ている」の割合が 10 ポイント以上低くなっているなど、発達障害に対する市民の認知

が広がりつつある状況がうかがえます。 

【発達の面に関する支援について、困っていること】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【調査票Ａ（３障害）問 28】 

日常の情報の入手手段については、「テレビ（一般放送）」（57.6％）、次いで「家族・

友人・介助者」（36.3％）、「スマートフォン・タブレット端末」（25.7％）となっており、

テレビが過半数を占めています。障害者別では、精神障害者および自立支援医療制度利

用者において「スマートフォン・タブレット端末」の割合が高く（精神：31.8％、自立

支援：40.1％）、新しいメディアなど情報の入手経路が多様化しています。 

【市が実施しているいろいろな福祉施策についての情報の入手先】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
全 体 （N = 1,890）

精神障害者 （n = 267）

自立支援医療（n = 279）

％

テレビ（一般放送）

家族・友人・介助者

スマートフォン・タブレット端末

一般図書・新聞（ちらし含む）・

雑誌

パソコン

57.6

36.3

25.7

21.3

18.0

62.5

37.5

31.8

16.9

16.9

59.9

37.3

40.1

19.7

19.7

0 10 20 30 40 50 60 70 80

平成28年度調査

（N = 201）

平成24年度調査

（N = 117）

％

相談、療育、訓練を乳幼児期か

ら学校卒業まで一貫して行うと

ころ（機関）が市内にない

周囲の理解が不足している

気軽に相談できる場が少ない

情報が少ない

病院や療育相談の予約がとり

づらい

54.7

41.8

37.8

29.9

26.9

56.4

53.8

43.6

37.6

22.2

0 10 20 30 40 50 60 70 80
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２ 教育について                        

【調査票Ａ（３障害）問 11、問 13】 

現在の通園・通学先については、「特別支援学校（盲学校・ろう学校、旧養護学校）」

（31.4％）の割合が最も高く、次いで「小・中・高等学校」（26.8％）の割合が高くな

っています。また、通園や通学をする場合に困ることについては、「通うのが大変」

（23.5％）の割合が高くなっており、身近な地域で障害のある子どもを受け入れられる

園・学校を求める意見があがっています。 

 

【現在の通園・通学先】 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【通園や通学をする場合に困ること】 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

通うのが大変

職員や生徒の理解や配慮が足

りない

希望どおりの就園・就学が難し

い

受け入れ可能な園・学校の数が

少ない

トイレ等の設備が十分ではない

23.5

13.7

13.1

12.4

9.8

25.5

14.5

15.5

6.4

9.1

0 10 20 30 40 50

幼稚園・保育所 障害児通園施設

特別支援学校（盲学校・ろう学校・旧養護学校） 小・中学校の特別支援学級

小・中・高等学校 大学・専門学校等

通園・通学はしていない フリースクール

訪問学級 その他

無回答

平成28年度調査

（N = 153）

平成24年度調査

（N = 110）

N =

全  体 153

身体障害者 106

知的障害者 79

精神障害者 8

自立支援医療制度 14

8.5

5.7

10.1

3.3

4.7

6.3

31.4

36.8

45.6

12.5

7.1

16.3

15.1

21.5

50.0

14.3

26.8

23.6

10.1

25.0

57.1

2.0

2.8

0.7

0.9

1.3

3.9

3.8

14.3

7.2

6.6

5.1

12.5

7.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

N =

n =

n =

n =

n =
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N =

1,074 16.1 45.6 17.8 20.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

N =

173 31.8 20.2 23.1 12.7 10.4 1.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

３ 就労について                        

【調査票Ａ（３障害）問８、問９、問９-１、問 10】 

就労の状況については、「働いている人」の割合は 34.9％、「働いていない人」の割合

は 56.8％となっています。 

働いていない人の今後の就労希望については、「就労を望んでいる」が 16.1％となっ

ています。その内「一般企業等で、フルタイムで働きたい」（31.8％）や「一般企業等で、

短時間でパートやアルバイトとして働きたい」（20.2％）と、一般企業での就労を望んで

いる人が５割となっており、一般企業における障害のある人の雇用に対する理解や雇用

の促進が求められます。 
 

【就労等の状況について】 

 

 

 

 
 

【働いていない人の今後の就労希望について】 

 

 

 

 

 

【就職を望んでいる人が希望する 

就労形態について】 

 

 

 

 

 

 

 

【障害のある人が働きながら暮らすために、大切だと思うこと】 

 

 

  

N =

1,890 34.9 56.8 8.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

N = 1,890 ％

周囲が自分を理解してくれるこ

と

障害にあった仕事であること

勤務する時間や日数を調整で

きること

生活していけるだけの賃金を得

られる職場（仕事）があること

通院に配慮してもらえる職場で

あること

33.2

26.7

23.3

22.8

20.5

0 10 20 30 40 50

就労を望んでいる

現在のところ、就労は望んでいない

どちらとも言えない

無回答

その他

無回答

一般の企業等で、短時間のパートや

アルバイトとして働きたい

賃金は低くても、仕事の内容や量が

負担にならない福祉サービス事業所

で働きたい

技能を身につける等の訓練を受けた

後に働きたい

一般の企業等で、フルタイムで働き

たい

働いている人

働いていない人

無回答
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４ 福祉サービスの利用について                 

【調査票Ａ（３障害）問７】 

身の回りの支援をしてもらっている人については、「親」（25.6％）や「配偶者」（19.3％）

などの家族に支援してもらっている割合が高くなっていますが、前回調査結果と比べて、

「配偶者」の割合が低くなっている一方で、「ホームヘルパー」（13.3％）の割合が高く

なっており、家族介護だけでなく、サービス等の利用が増えている状況がうかがえます。 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【調査票Ａ（３障害）問７-１】 

ホームヘルパーの利用量について、「充分である」（46.4％）の割合が高いものの、「不

足している」（14.3％）の割合も一定にみられます。 

【現在の福祉サービス（ホームヘルパー）の利用時間は、必要な支援に対して十分か】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

親

配偶者

福祉施設や医療機関の職員

ホームヘルパー

子ども

その他の家族・親族

その他

必要だが支援をしてくれる人が

いない

支援をしてもらう必要がない

無回答

25.6

19.3

14.9

13.3

10.6

7.2

2.9

1.1

21.2

12.6

23.7

27.2

14.5

6.5

12.2

6.9

3.0

3.5

20.1

5.1

0 10 20 30 40 50

充分である 不足している わからない 無回答

【身の回りの支援を、主に誰にしてもらっているか】 

平成28年度調査

（N = 1,890）

平成24年度調査

（N = 1,808）

N =

全  体 252

身体障害者 183

知的障害者 56

精神障害者 57

自立支援医療制度 39

46.4

44.8

48.2

42.1

51.3

14.3

16.4

14.3

14.0

7.7

36.1

36.1

37.5

42.1

33.3

3.2

2.7

1.8

7.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

N =

n =

n =

n =

n =
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【調査票Ａ（３障害）問 12】【調査票Ｃ（発達）問 17】 

放課後などの通所支援の利用状況及び意向について、「現在は利用していないが、今後、

利用してみたい」（15.7％）となっています。障害者別では、発達に障害のある子どもに

おいて、「現在は利用していないが、今後、利用してみたい」（42.3％）の割合が高くな

っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【調査票Ａ（３障害）問 18-１】 

移動支援（同行援護、行動援護等）の利用量について、「充分である」（41.0％）、「不

足している」（15.7％）となっています。障害者別では、身体障害者、知的障害者では、

「不足している」（身体：18.2％、知的：17.9％）と移動支援サービスの不足している

人の割合が比較的多くみられます。 

【現在の福祉サービス（移動支援）の利用時間は、必要な支援に対して十分か】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

充分である 不足している わからない 無回答

利用している

現在は利用していないが、今後、利用してみたい

利用しておらず、今後も利用する予定はない

無回答

【放課後などの通所支援の利用状況】 

N =

全  体 153

身体障害者 106

知的障害者 79

精神障害者 8

自立支援医療制度 14

Ｃ 発達 201

Ａ

35.9

33.0

51.9

75.0

28.6

9.5

15.7

17.9

17.7

42.3

41.2

41.5

26.6

12.5

64.3

46.3

7.2

7.5

3.8

12.5

7.1

2.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

N =

n =

n =

n =

n =

N =

N =

全  体 229

身体障害者 159

知的障害者 84

精神障害者 30

自立支援医療制度 16

41.0

39.6

38.1

33.3

37.5

15.7

18.2

17.9

6.7

6.3

42.4

42.1

41.7

56.7

56.3

0.9

2.4

3.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

N =

n =

n =

n =

n =



10 

 

５ 外出について                        

【調査票Ａ（３障害）問 19】 

外出に関して、感じる不便や困難として、身体障害者では「道路・建物の段差や、電

車・バス等の乗り降りが大変」（22.7％）、「障害者用の駐車スペースや案内表示等、障害

者に配慮した設備が十分ではない」（16.8％）などハード面の整備が求められています。

知的障害者や精神障害者、自立支援医療制度利用者では「外出先でコミュニケーション

が取りにくい」（知的：28.3％、精神：19.9％、自立支援：14.3％）、「周りの人の目が

気になる」（知的：16.1％、精神：23.6％、自立支援：22.2％）などソフト面でのバリ

アフリーの充実を求めていることがうかがえます。 
 

 

単位：％ 

 １位 ２位 ３位 ４位 

身体障害者 

（n = 1,343） 

道路・建物の段差
や、電車・バス等の
乗り降りが大変 

障害者用の駐車ス
ペースや案内表示
等、障害者に配慮し
た設備が十分では
ない 

交通費の負担が大
きい 

障害者用トイレが
少ない 

22.7 16.8 15.3 14.4 

知的障害者 

（n = 322） 

外出先でコミュニ
ケーションが取り
にくい 

周りの人の目が気
になる 

交通費の負担が大
きい 

道路・建物の段差
や、電車・バス等の
乗り降りが大変 

28.3 16.1 15.5 14.0 

精神障害者 

（n = 267） 

交通費の負担が大
きい 

周りの人の目が気
になる 

外出先でコミュニ
ケーションが取り
にくい 

必要なときに、周り
の人の手助けや配
慮が足りない 

30.3 23.6 19.9 10.9 

自立支援医療 

制度 

（n = 279） 

交通費の負担が大
きい 

周りの人の目が気
になる 

外出先でコミュニ
ケーションが取り
にくい 

気軽に利用できる
移動手段が少ない
（福祉タクシーや
リフト付きバス等）

28.7 22.2 14.3 11.5 

  

【外出に関して、どのようなことに不便や困難を感じるか】 
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６ 地域での生活について                    

【調査票Ａ（３障害）問 20】 

地域活動の参加状況については、前回調査結果と同様に、地域活動に「参加していな

い」（67.4％）の割合が最も高くなっており、障害者の多くが地域活動に参加していない

現状となっています。 

【現在参加している地域活動】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【調査票Ａ（３障害）問 22】 

地域活動等に参加しようとしたとき妨げとなることについては、前回調査結果と同様

に、「健康や体力に自信がない」（26.7％）、「どのような活動が行われているか知らない」

（20.8％）、「コミュニケーションが難しい」（16.7％）となっており、参加していない

原因として、身体的な問題に加え、活動の周知不足、地域との関係不足があげられていま

す。 

【地域で行われる行事や余暇活動に参加しようとした場合、妨げとなること】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

健康や体力に自信がない

どのような活動が行われている

か知らない

コミュニケーションが難しい

一緒に活動する友人・仲間がい

ない

参加したくなるようなものがない

26.7

20.8

16.7

16.6

13.5

26.8

22.5

16.2

18.9

12.4

0 10 20 30

％

自治会の活動

障害者団体の活動

ボランティア活動

老人クラブの活動

ＰＴＡ活動

参加していない

10.7

4.2

3.2

2.7

1.4

67.4

9.6

6.2

4.5

1.9

1.4

68.2

0 10 20 30 40 50 60 70

平成28年度

（N = 1,890）

平成24年度

（N = 1,808）

平成28年度

（N = 1,890）

平成24年度

（N = 1,808）
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％

災害や急病等、緊急時の支援

日常的な声かけ

話し相手

自治会、地区の祭り、スポーツ

大会などの地域活動への参加

の誘い

簡単な家事の手伝い（ゴミ出し

など）

特に必要ない

22.9

18.3

12.2

5.2

5.0

35.4

24.1

16.4

10.6

4.2

5.0

37.4

32.9

29.8

16.5

10.6

5.3

21.4

18.0

22.5

22.1

7.9

7.9

24.0

16.5

17.9

14.3

6.5

4.3

35.8

0 10 20 30 40

用意している 用意していない 無回答

全 体 （N = 1,890）

身体障害者 （n = 1,343）

知的障害者 （n = 322）

精神障害者 （n = 267）

自立支援医療制度 （n = 279）

系列6

【調査票Ａ（３障害）問 23】 

地域社会に望むことについては、「特に必要ない」（35.4％）が最も多い一方で、「災害

や急病等、緊急時の支援」（22.9％）、「日常的な声かけ」（18.3％）があげられています。

障害者別では、知的障害者で、「災害や急病等、緊急時の支援」（32.9％）、「日常的な声

かけ」（29.8％）の割合が高くなっており、災害時等の緊急時を見据えた地域の見守り体

制を求める人が多くみられます。 
 

【近隣・地域の人に望む支援】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

７ 災害時の備えについて                    

【調査票Ａ（３障害）問 39】【調査票Ｂ（難病）問 22】【調査票Ｃ（発達）問 25】 

災害時などに備えている人については、前回調査に比べ、備えをしている人が増加して

いるものの、「用意していない」（３障害：77.0％、難病：80.7％、発達：78.6％）の

割合が高い現状です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

N =

平成28年度調査 269

平成24年度調査 232

13.0

7.8

80.7

85.3

6.3

6.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【災害時への用意】 

用意している 用意していない 無回答

N =

平成28年度調査 1,890

平成24年度調査 1,808

10.7

7.6

77.0

83.1

12.3

9.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【調査票Ａ（３障害）】 【調査票Ｂ（難病）】 

【調査票Ｃ（発達）】 

用意している 用意していない 無回答

N =

201

117

20.4

12.0

78.6

88.0

1.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

平成28年度調査

平成24年度調査
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全  体 N = 1,890

身体障害者 n = 1,343

知的障害者 n = 322

精神障害者 n = 267

自立支援医療制度 n = 279

B 難病 N = 269

C 発達 N = 201

A

28.5

29.0

49.4

21.7

18.6

17.1

5.0

31.5

29.8

27.6

41.6

38.7

31.2

68.7

29.5

30.2

10.9

26.6

34.8

45.4

25.4

10.5

11.0

12.1

10.1

7.9

6.3

1.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【調査票Ａ（３障害）問 40】【調査票 B（難病）問 23】【調査票 C（発達）問 26】 

災害時に自力で避難できるかについては、知的障害者では、「できないと思う」（49.4％）

の割合が、他の障害者に比べ高くなっています。 
 

【自宅から避難所まで自力で避難ができるか】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

【調査票Ａ（３障害）問 42、問 42-１】【調査票Ｂ（難病）問 25、問 25-１】 

災害時要援護者名簿への登録状況については、「登録していない」（３障害：78.5％、

難病：89.2％）となっています。登録していない理由では、「対象に該当するが、「災害

時要援護者名簿」を知らなかった」と「対象に該当しているかどうか、わからなかった」

の割合を合わせると半数程度となっています。 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

できないと思う できると思うが不安 できると思う 無回答

【「災害時要援護者名簿」に登録をしているか】 【登録していない理由】 

対象に該当しない

対象に該当するが、登録する必要性を感じない

対象に該当するが、「災害時要援護者名簿」を知らなかった

対象に該当しているかどうか、わからなかった

その他

無回答

登録をしている 登録していない 無回答

全  体 N = 1,890

身体障害者 n = 1,343

知的障害者 n = 322

精神障害者 n = 267

自立支援医療制度 n = 279

Ｂ 難病 N = 269

Ａ

7.1

8.4

9.9

3.0

2.9

3.0

78.5

77.6

73.9

80.9

83.9

89.2

14.4

14.0

16.1

16.1

13.3

7.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全  体 N = 1,483

身体障害者 n = 1,042

知的障害者 n = 238

精神障害者 n = 216

自立支援医療制度 n = 234

B 難病 N = 240

Ａ

31.1

29.8

16.0

33.3

39.3

41.3

6.6

8.0

9.7

2.3

2.6

2.9

15.4

15.5

20.6

16.2

12.4

10.8

36.4

36.2

36.6

39.8

36.3

35.8

6.8

6.9

12.6

4.2

6.8

3.8

3.6

3.7

4.6

4.2

2.6

5.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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％

正確な情報がなかなか伝わっ

てこない

避難所で障害にあった対応をし

てくれるか心配である

必要な薬が手に入らない、治療

を受けられない

安全なところまで、すぐに避難

することができない

障害により、周りの人とのコミュ

ニケーションが取りにくい

30.9

26.6

26.6

23.2

16.7

30.7

28.4

24.8

26.5

13.6

18.3

35.4

16.1

25.8

33.9

36.0

21.0

39.3

15.0

21.3

34.1

20.8

44.1

11.5

16.1

0 10 20 30 40 50

全 体 （N = 1,890）

身体障害者 （n = 1,343）

知的障害者 （n = 322）

精神障害者 （n = 267）

自立支援医療制度 （n = 279）

系列6

N = 201 ％

避難所まで無事に移動できるか

地震や風水害などの情報を迅

速に得られるか

避難所でお子さんの特性に合っ

た適切な対応をしてくれるか

お子さんの状態が悪くならない

か

周囲の人に助けてもらえるか

38.8

35.3

32.8

24.4

22.9

0 10 20 30 40 50

【調査票Ａ（３障害）問 43】 

災害などに関する心配事については、「正確な情報がなかなか伝わってこない」

（30.9％）の割合が最も高く、次いで「避難所で障害にあった対応をしてくれるか心配

である」（26.6％）、「必要な薬が手に入らない、治療を受けられない」（26.6％）となっ

ています。障害者別では、知的障害者では、「避難所で障害にあった対応をしてくれるか

心配である」（35.4％）、「障害により、周りの人とのコミュニケーションが取りにくい」

（33.9％）、精神障害者、自立支援医療制度利用者では、「必要な薬が手に入らない、治

療を受けられない」（精神：39.3％、自立支援：44.1％）となっています。 
 

【調査票Ｂ（難病）問 26】【調査票Ｃ（発達）問 28】 

難病では、災害などに関して不安に感じていることについては、「避難所で必要な手当

てを受けたり、薬をもらったりできるか」（32.7％）の割合が最も高く、発達に障害のあ

る子どもでは「避難所まで無事に移動できるか」（38.8％）、「地震や風水害などの情報を

迅速に得られるか」（35.3％）、「避難所でお子さんの特性に合った適切な対応をしてく

れるか」（32.8％）の割合が高くなっています。 

 

【災害などが起きた場合の心配ごと】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

N = 269 ％

避難所で必要な手当てを受け

たり、薬をもらったりできるか

自分のけがや病気の状態が悪

くならないか

地震や風水害などの情報を迅

速に得られるか

避難所まで無事に移動できるか

避難所に使いやすい設備があ

るか

32.7

27.1

24.2

22.3

15.2

0 10 20 30 40 50

【調査票Ｂ（難病）】 【調査票Ｃ（発達）】 

【調査票Ａ（３障害）】
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全 体 （N = 181）

身体障害者 （n = 93）

知的障害者 （n = 38）

精神障害者 （n = 59）

自立支援医療制度 （n = 55）

系

全  体 N = 1,890

身体障害者 n = 1,343

知的障害者 n = 322

精神障害者 n = 267

自立支援医療制度 n = 279

4.9

3.7

4.7

12.7

11.1

4.7

3.2

7.1

9.4

8.6

68.1

73.6

54.0

49.1

54.5

10.5

7.6

20.8

18.0

15.1

11.8

11.8

13.4

10.9

10.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全 体 （N = 181）

身体障害者 （n = 93）

知的障害者 （n = 38）

精神障害者 （n = 59）

自立支援医療制度 （n = 55）

系

８ 人権擁護について                      

【調査票Ａ（３障害）問 33、問 33-1、問 33-2】 

虐待を受けたことがあるかについては、「受けたことがある」（4.9％）となっています。

障害者別では、精神障害者、自立支援医療制度利用者では、１割を超えています（精神：

12.7％、自立支援：11.1％）。誰から虐待を受けたかについては、「家族・親類」（49.2％）、

次いで「勤務先の社員・上司・社長（経営者）」（14.9％）、「見知らぬ人」（14.9％）と

なっています。どんなことをされたかについては、身体的な暴力や言葉の暴力があげら

れています。 

【虐待を受けたことがあるか】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

ののしられる、子ども扱いされ

る、意図的に無視されるなど

叩かれる、つねられる、理由なく

ベッドに縛りつけられるなど

無断でプライバシーの侵害をさ

れるなど

わいせつな行為をされる、わい

せつな行為をさせられるなど

食事を与えられない、入浴させ

てくれないなど

36.5

30.4

16.6

8.3

8.3

36.6

26.9

12.9

7.5

6.5

31.6

36.8

7.9

5.3

5.3

27.1

30.5

16.9

8.5

8.5

40.0

36.4

27.3

9.1

10.9

0 10 20 30 40 50

％

家族・親類

勤務先の社員・上

司・社長（経営者）

見知らぬ人

学校や園の教員・

職員

医療関係者

49.2

14.9

14.9

10.5

9.9

47.3

10.8

18.3

8.6

10.8

36.8

10.5

18.4

21.1

7.9

54.2

11.9

15.3

8.5

10.2

63.6

18.2

12.7

7.3

12.7

0 20 40 60 80

【誰から虐待を受けたか】 【どんなことをされたか】 

受けたことがある 受けたかもしれない 受けたことはない わからない 無回答



16 

 

全  体 N = 1,890

身体障害者 n = 1,343

知的障害者 n = 322

精神障害者 n = 267

自立支援医療制度 n = 279

4.7

5.0

3.7

5.6

4.7

31.2

30.3

33.5

36.7

32.3

53.5

53.6

51.9

50.2

56.6

10.7

11.1

10.9

7.5

6.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全  体 N = 1,890

身体障害者 n = 1,343

知的障害者 n = 322

精神障害者 n = 267

自立支援医療制度 n = 279

8.6

10.1

4.0

9.0

7.2

28.1

27.3

30.1

31.8

30.1

51.9

51.0

54.0

50.9

55.2

11.4

11.6

11.8

8.2

7.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【調査票Ａ（３障害）問 32】 

障害を理由とする差別については、「変わらないと思う」（31.2％）、「（減ったと）そう

思う」（4.7％）となっており、「わからない」（53.5％）が過半数となっています。官公

署や商業施設での積極的な配慮についても、「変わらないと思う」（28.1％）、「（減った

と）そう思う」（8.6％）、「わからない」（51.9％）と同様の傾向となっています。 

 

【障害のある人に対する差別的な取扱いが減ったか】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【官公署や商業施設で、積極的に配慮をしてくれるようになったか】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

そう思う 変わらないと思う わからない 無回答
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全  体 N = 1,890

身体障害者 n = 1,343

知的障害者 n = 322

精神障害者 n = 267

自立支援医療制度 n = 279

43.1

44.7

32.6

38.2

45.9

8.0

6.9

5.9

15.7

11.5

4.8

3.5

13.7

4.1

4.3

8.5

9.2

16.1

6.7

4.7

2.2

2.2

1.9

1.9

0.7

21.2

20.7

17.4

22.5

24.4

12.2

12.9

12.4

10.9

8.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

９ 今後の暮らし方について                   

【調査票Ａ（３障害）問 29】 

今後、どのように暮らしたいかについては、「家族やパートナーと同居して暮らしたい」

（43.1％）の割合が最も高く、次いで「わからない」（21.2％）となっています。障害

者別では、知的障害者では「グループホーム等の、地域の中で仲間と共同生活できるとこ

ろで暮らしたい」（13.7％）、精神障害者では、「独立して一人で暮らしたい」（15.7％）

の割合が高くなっています。どの障害者とも「わからない」の割合が高いことから、今後

の暮らし方について先行きが不透明な方が多いと推測されます。また、精神障害者、自立

支援医療制度利用者で、一人暮らしへの意向が高くみられ（精神：15.7％、自立支援：

11.5％）、個々の状況に応じた自立を支援する体制が必要となっています。 

【今後、どのように暮らしたいか】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 その他（市が重点的に進めるべきこと）            

【調査票Ａ（３障害）問 37】 

久留米市が重点的に進めるべき施策として、「年金や手当などの充実」（50.1％）の割

合が最も高く、次いで「就労支援の充実（働くための訓練や職業紹介、働く場の確保、就

労後の指導支援など）」（27.9％）、「通院・治療のための医療費の助成」（27.0％）とな

っており、経済的支援、就労の継続も踏まえた就労支援が求められています。障害者別で

は、身体障害者で「誰もが利用しやすい交通機関や施設、道路・歩道の整備」（28.9％）、

知的障害者で「就労支援の充実（働くための訓練や職業紹介、働く場の確保、就労後の指

導支援など）」（28.6％）、精神障害者、自立支援医療制度利用者で「通院・治療のための

医療費の助成」（精神：32.6％、自立支援：40.9％）と障害に応じた支援が必要とされ

ています。 

  

医療機関や福祉施設に入院・入所したい

その他

わからない

無回答

グループホーム等の、地域の中で仲間と共

同生活できるところで暮らしたい

家族やパートナーと同居して暮らしたい

独立して一人で暮らしたい
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全 体 （N = 1,890）

身体障害者 （n = 1,343）

知的障害者 （n = 322）

精神障害者 （n = 267）

自立支援医療制度 （n = 279）

系列6

％

年金や手当などの充実

就労支援の充実（働くための訓練や職業紹

介、働く場の確保、就労後の指導支援など）

通院・治療のための医療費の助成

誰もが利用しやすい交通機関や施設、道路・

歩道の整備

障害のある人に対する社会全体の理解を深め

るための啓発や教育の充実

緊急時や災害時の支援体制の充実

障害のある子どもへの保育・教育の充実

障害者に対する情報提供や相談窓口の充実

公営住宅への障害者優先入居など住宅施策

の充実

家族が入院した時や旅行などのときに利用で

きる宿泊施設（ショートステイ）の拡充

在宅生活を支えるための医療の充実

機能回復訓練などリハビリテーションの充実

ホームヘルプやデイサービスなどの在宅サー

ビスの充実

グループホームなどの地域で共同生活できる

住まいの整備

障害者同士や地域の人などと交流できる場の

整備

文化・スポーツ・レクリエーションなどを通じた

社会参加の支援

市の審議会や委員会などへの障害者の参画

ガイドヘルパーなどの外出支援サービスの充

実

ボランティアの育成と活動支援

点字、手話などのコミュニケーション方法の普

及・充実

その他

特にない

無回答

50.1

27.9

27.0

26.3

24.4

24.3

18.0

17.0

14.2

13.5

10.7

10.6

9.9

9.5

5.7

5.1

4.8

4.4

3.0

2.8

2.4

5.4

13.8

49.5

24.9

25.7

28.9

23.8

26.4

18.1

16.5

14.4

13.3

12.1

12.6

11.4

8.5

4.8

4.8

5.6

4.2

2.9

3.3

2.1

4.5

14.7

42.9

28.6

15.8

19.9

26.4

25.8

21.4

15.8

6.8

28.0

8.1

6.5

10.9

23.0

7.8

5.9

2.8

8.7

4.0

2.2

2.8

8.7

12.7

58.4

32.2

32.6

21.7

25.5

13.5

10.9

23.2

16.9

8.2

6.4

4.5

9.0

8.6

9.7

6.7

3.0

3.0

3.4

0.7

3.7

8.2

10.5

54.1

35.5

40.9

23.3

29.7

17.9

14.7

22.2

15.4

11.8

10.8

6.8

9.0

8.6

6.5

5.7

4.3

2.5

2.2

1.8

3.6

5.0

9.7

0 10 20 30 40 50 60 70

【今後、障害がある人の自立と福祉向上のための支援として、重点的に進めるべきこと】 
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N = 269 ％

医療費等への助成や手当の充

実

長期入院・入所できる施設の確

保

医療の充実

福祉等の制度やサービスにつ

いての情報提供

ホームヘルプなど在宅サービス

の充実

52.8

36.4

20.8

20.1

17.1

0 10 20 30 40 50 60 70 80

【調査票Ｂ（難病）問 27】 

難病では、「医療費等への助成や手当の充実」（52.8％）の割合が最も高く、次いで「長

期入院・入所できる施設の確保」（36.4％）、「医療の充実」（20.8％）となっています。 

【特にどのようなことに取り組むことが望ましいか】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【調査票Ｃ（発達）問 32】 

発達に障害のある子どもでは、「教育（通級指導教室やスクールカウンセラーなど）の

充実」（73.1％）の割合が最も高く、次いで「障害（発達障害を含む）に対する理解の促

進」（68.7％）、「療育・訓練の充実」（67.2％）となっており、療育・教育の充実や障害

に対する理解が必要とされています。 

【今後の福祉施策で、どのような面にもっと力を入れてほしいか】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = 201 ％

教育（通級指導教室やスクール

カウンセラーなど）の充実

障害（発達障害を含む）に対す

る理解の促進

療育・訓練の充実

雇用・就労支援の充実

経済的支援の充実

73.1

68.7

67.2

46.3

32.3

0 10 20 30 40 50 60 70 80
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 障害者施策の動向 

 

 

 

 

 

 



 

 

説明２ 障害者施策の動向 

近年の障害者福祉に係る主な動向は次のとおり。 

市計画 時期 事項 概要 

前
計
画 

Ｈ19.9 障害者権利条約に署名 障害者に関する初めての国際条約。 

Ｈ21.12 障がい者制度改革推進本部の
設置 

条約締結に必要な国内法の整備をはじめ障害者
関連制度改革に向けた５年間の集中期間の開始 

Ｈ23.6 障害者虐待防止法の成立 虐待の定義、防止策を明記 

Ｈ23.8 障害者基本法の改正 障害者の定義の見直し、「合理的配慮」の概念や
「差別禁止」の明記 

Ｈ24.6 障害者総合支援法の成立 自立支援法の見直し 

〃 障害者優先調達推進法の成立 障害者就労施設等への物品等の需要の増進。 
地方公共団体 ⇒ 調達方針の策定・公表 

Ｈ24.10 障害者虐待防止法の施行  

Ｈ25.4 障害者総合支援法の一部施行 障害に難病を追加 

〃 障害者優先調達推進法の施行  

Ｈ25.6 障害者差別解消法の成立 障害者基本法の差別禁止の概念の具体化 

〃 障害者雇用促進法の改正 雇用分野における差別禁止の具体化 

Ｈ25.9 障害者基本計画（第３次）の策
定 

障害者基本法に基づく国の障害者施策に関する
基本計画（計画期間：Ｈ25～29） 

Ｈ26.1 障害者権利条約の批准  

現
計
画 

Ｈ26.4 
障害者総合支援法の未施行分
の施行 「障害支援区分」の導入 

Ｈ28.4 障害者差別解消法の施行  

Ｈ28.5 
成年後見制度利用促進法の施
行 

基本計画の策定や成年後見等実施機関の設立等
支援、審議会等の設置に努める 

Ｈ28.6 ニッポン一億総活躍プランの閣議
決定 

障害者や難病患者等の活躍支援や地域共生社会
の実現をめざす 

〃 児童福祉法の一部改正 医療的ケア児支援促進 

Ｈ28.7 「我が事・丸ごと」地域共生社
会実現本部の設置 

地域共生社会の実現のための具体策について検
討 

Ｈ28.8 発達障害者支援法の改正 発達障害者支援の強化 

次
期
計
画 

Ｈ30.4 障害者総合支援法の改正 
地域生活移行・定着を促進する制度の新設。 
高齢障害者の介護保険ｻｰﾋﾞｽの円滑利用促進。 

〃 児童福祉法の改正 障害児福祉計画策定の義務化 

＊新たに法律が成立・施行した場合は「施行」、既存の法律が改正・施行された場合は「改正」

と表記。 

関連法の中核となる「障害者基本法」の改正（Ｈ23.8）において、「社会的障壁」の概

念が盛り込まれたことや、その除去のために「合理的な配慮」がなされなければならな

いとされたことに見られるように、障害の有無に関わらず、垣根のない社会の実現を、

より一層推し進めていくことが大きな流れとなっている。 



 

 

  これを受けて「障害者自立支援法」を改正し成立した「障害者総合支援法」において

も、「地域社会における共生社会の実現」を新たに掲げ、これの実現のため、社会参加

の機会の確保、地域社会の共生、社会的障壁の除去を目標として、総合的かつ計画的に

支援が行われることを基本理念とした。 

  昨年度には、「ニッポン一億総活躍プラン」の閣議決定や、「我が事・丸ごと」地域共

生社会実現本部の設置がなされるなど、共生社会の実現を一層加速させる動きがある。 

  その他、障害者の尊厳を害し、自立及び社会参加の妨げとなる障害者に対する虐待を

防止するため方策を定めた「障害者虐待防止法」、経済面から障害者の自立を促進する

ことを目的とした「障害者優先調達推進法」、障害者基本法の障害者差別禁止の概念を

具体化する「障害者差別解消法」、医療的ケア児支援の強化を図る「児童福祉法」の改

正、発達障害者支援の強化を図る「発達障害者支援法」の改正といった関連法が整備さ

れている。 

 

 

 

 ◆障害者基本法の一部を改正する法律【概要】 資料 １ 

◆地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係

法律の整備に関する法律の概要 資料 ２ 

◆障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の 

一部を改正する法律（概要） 資料 ３ 

◆障害者虐待防止法の概要 資料 ４ 

◆国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律の概要  

資料 ５ 

◆障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の概要 資料 ６ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 議事 １  

 

 次期「久留米市障害者計画」等の策定について 
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議事１ 次期「久留米市障害者計画」等の策定について 

１ 障害者計画とは 

障害者基本法（昭和 45 年法律第 84 号）の規定に基づき、国、都道府県、市町村に

策定が義務付けられている、障害者のための広範囲（教育や保健・医療など福祉以外

の分野を含む。）の施策に関する基本的な計画。「市町村障害者計画」は、当該自治体

の状況を勘案し策定することとされている。 

①　障害者基本計画
　　　　　（政府が定める）

第１項

②　都道府県障害者計画
　　（①を基本として
　　　　　都道府県が定める）

第２項

③　市町村障害者計画
　　（①、②を基本として
　　　　　　　市町村が定める）

第３項

障害者基本法第11条

　全ての法令、国、自治体の施策が沿
うべき目的、理念、方針を示す法律
（具体的なサービス等を定めるものでは
ない。）

障害者基本法

 

 

２ 障害福祉計画とは 

障害者総合支援法（平成 17 年法律第 123 号）の規定に基づき、国、都道府県、市

町村に策定が義務付けられている、障害福祉サービス及び相談支援等の提供体制の確

保その他法律に基づく業務を円滑に実施するための計画。市町村が定める障害福祉サ

ービス、相談支援、地域生活支援事業の提供体制の確保の目標、必要な量の見込み等

をまとめている。「市町村障害福祉計画」は、当該自治体の状況を勘案し策定すること

とされており、市町村障害者計画や市町村地域福祉計画などの障害者等の福祉に関す

る事項と調和が保たれたものとされている。 

 

 

 
① 基本指針 
     （政府が定める） 

第８７条 

  
② 都道府県障害福祉計画 
   （①を基本として 
     都道府県が定める） 

第８９条 

  
③ 市町村障害福祉計画 
   （①、②を基本として 
       市町村が定める） 

第８８条 

障害者総合支援法 

  
 障害福祉サービスに係る給付等 

に関する基本的な事項を定めた 

法律 

障害者総合支援法 
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３ 障害児福祉計画とは 

児童福祉法（昭和 22 年法律第 164 号）の規定に基づき、国、都道府県、市町村に

策定が義務付けられている、障害児通所支援及び障害児相談支援の提供体制の確保そ

の他法律に基づく業務を円滑に実施するための計画。障害児通所支援等の見込み給付

量や関係機関との連携等に関する事項を掲載。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 現「第２期久留米市障害者計画」について   計画概要版 資料 ７ 

（１）基本理念 

誰もが その人らしく 安心して 

 暮らし続けることができる まちの実現に向けて 

（２）計画期間 

平成２６年度から平成２９年度の４年間 

区分 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 

【国】 

基本計画 

            

障害者計画 
            

障害福祉計画 
            

（２）関連計画との整合性 

「久留米市総合計画」をはじめ、「久留米市地域福祉計画」「久留米市高齢者福祉

計画・介護保険事業計画」「くるめ子ども・子育てプラン」「健康くるめ 21」など、

関連分野の計画等との整合性を図り策定。 

（３）施策の体系 

基本理念の下、５つの基本目標を設定し、１１分野１６１施策を展開している。 

このうち、６つの施策について計画期間中に特に重点的に取り組みを進める施

策と定め、確実に推進していくこととしている。 

① 基本指針 
     （政府が定める） 

  
② 都道府県障害児福祉計画 
   （①を基本として 
     都道府県が定める） 

  
③ 市町村障害児福祉計画 
   （①、②を基本として 
       市町村が定める） 

児童福祉法 

  
 児童の健全な育成、児童の福祉 

の保障とその積極的増進を基本 

精神とする総合的法律 

児童福祉法 

第３３条の１９ 

第３３条の２２ 

第３３条の２０ 

第１期計画 
Ｈ１８～Ｈ２５ 

第２期計画 
Ｈ２６～Ｈ２９ 

 

第１期 
Ｈ１８～Ｈ２０ 

 

第２期 
Ｈ２１～Ｈ２３ 

 

第３期 
Ｈ２４～Ｈ２６ 

 

第４期 
Ｈ２７～Ｈ２９ 

 

第３次計画 
Ｈ２５～Ｈ２９ 

 

第２次計画 
Ｈ１５～Ｈ２４ 
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現「第２期久留米市障害者計画」の体系 

基本理念 基本目標 施策区分 分野 

 

誰
も
が 

そ
の
人
ら
し
く 

安
心
し
て 

 

暮
ら
し
続
け
る
こ
と
が
で
き
る 

ま
ち
の
実
現
に
向
け
て 

１ 壁をなくし認め合っ
て生きるために 

①ノーマライゼーションの意識啓発の充実【重点】 
②情報バリアフリーの推進【重点】 
③ボランティアなどの育成・活動促進 

１ 啓発・広報 

④障害者にやさしいまちづくりの推進 ２ 生活環境 

２ 安全と安心のために 
①権利擁護・相談支援体制の確立 ３ 権利擁護 

②防災・防犯対策の推進【重点】 ４ 防災・防犯 

３ 支援が必要な子ども
の発達支援と教育の
充実のために 

①健康相談の充実 
②切れ目のない療育・教育体制の確立【重点】 
③療育の充実 

５ 療育・保育 

④学校教育の充実 
⑤社会教育の充実 

６ 教育・育成 

４ 自立して暮らし続け
るために 

①一般就労の促進 
②福祉的就労の充実 
③就労支援の充実 

７ 雇用・就労 

④住まいの確保と居住支援の充実【重点】 
⑤在宅福祉サービスなどの充実【重点】 
⑥外出支援の充実 
⑦生活安定施策の充実 

８ 生活支援 

⑧保健サービスの充実 
⑨医療サービスの充実 

９ 保健・医療 

５ 生きがいを持って自
分らしく生きるため
に 

①日中活動の促進 10 日中活動 

②スポーツ・文化活動への参加促進 
③地域活動や国内外交流の促進 

11 社会活動 

 

現「第２期久留米市障害者計画」に係る所管課と施策数 

（同一施策を複数の課が所管している場合はそれぞれで計上） 
部 課 所管施策数 部 課 所管施策数 

総合政策（１） 広報 １ 商工観光労働（８） 商工政策 ２ 

総務（６） 情報政策 １  企業誘致推進 １ 

 人事厚生 １  観光・国際 １ 

 人材育成 ２  労政 ４ 

 契約 ２ 都市建設（１５） 防災対策 ２ 

協働推進（９） 協働推進 ２  建築指導 １ 

 地域コミュニティ ２  住宅政策 ５ 

 安全安心推進 １  交通政策 ３ 

 広聴・相談 １  公園緑化推進 １ 

 消費生活センター １  道路整備 ３ 

 人権・同和対策 １ 総合支所（１） 文化スポーツ １ 

 人権啓発センター １ 教育（１７） 学校施設 ２ 

市民文化（１４） 市民税 １  学校教育 １４ 

 資産税 １  教育センター １ 

 文化振興 ２ 議会事務局（１） 議事調査 １ 

 生涯学習推進 ５ 選挙管理委員会（１）  １ 

 体育スポーツ ３ 健康福祉（９４） 障害者福祉 ７８ 

 中央図書館 １  地域福祉 ３ 

 視聴覚ライブラリー １  医療・年金 １ 

子ども未来（１２） 子ども政策 ２  長寿支援 ４ 

 子ども支援 １  保健予防 １ 

 子ども施設事業 ４  健康推進 ６ 

 幼児教育研究所 ５  地域保健 １ 

環境（１） 施設 １ その他（３） 関係各課 １ 

広域消防本部（４） 予防 ３  施設所管課 １ 

 情報指令 １  全庁 １ 

延べ合計  １８７ 
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５ 次期「久留米市障害者計画」等の策定について 《協議事項》 

（１）計画策定の基本的な考え方 

   「障害者基本法」では、基本理念「障害の有無によって分け隔てられることなく、

相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現」のため、「全ての障害

者が、障害者ではない者と等しく、基本的人権を享有する個人として尊厳が重んぜ

られ」、それにふさわしい「生活を保障される権利を有すること」を前提としつつ

次のことを旨として図られなければならないとされている。 

◆社会を構成する一員として社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加す

る機会が確保されること 

◆どこで誰と生活するかについての選択の機会が確保され、地域社会において他の

人々と共生することを妨げられないこと 

◆言語（手話を含む。）その他の意思疎通のための手段についての選択の機会が確保

されるとともに、情報の取得又は利用のための手段についての選択の機会の拡大

が図られること               （障害者基本法第１条、第３条） 

   次期計画の策定にあたっては、これら法の趣旨を踏まえることはもちろん、「ニッ

ポン一億総活躍プラン」や「我が事・丸ごと」地域共生社会がめざす「地域住民の参画と協

働により、誰もが支え合う共生社会の実現」の視点を十分に配慮し、地域の力がさらに高

まることを目指していく。 

   また、現在、国において「第４次障害者基本計画」の策定が進められており、こ

れについても情報の収集に努め、可能な限り計画に反映させていくものとする。 

資料 ８ 資料 ９ 

   なお、「障害福祉計画」及び「障害児福祉計画」については、国より示されてい

る基本方針に即して策定を行う。 資料 １０ 

 

（２）計画の位置づけ（他の計画との関係） 

   「久留米市総合計画」をはじめ、福祉に係る他の分野の計画（高齢者・児童等）

及び地域福祉計画との連携を図りながら策定する。 

計画の位置づけ（イメージ） 

 

  

  

 

 

久留米市総合計画 （Ｈ２７～Ｈ３１） 

 

久
留
米
市
高
齢
者
保
健
福
祉
計
画 

 

・
介
護
保
険
事
業
計
画 

 

久
留
米
市
障
害
者
計
画 

障
害
福
祉
計
画 

障
害
児
福
祉
計
画 

市
の
そ
の
他
の
関
連
計
画 

（
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
人
権
・
防
災
等
）

の
計
画 

障
害
者
基
本
計
画 

 
 
 

 

基
本
方
針 

国 

障
害
者
計
画 

障
害(

児)

福
祉
計
画 

県 

 

く
る
め
子
ど
も
・
子
育
て
プ
ラ
ン 

健
康
く
る
め
２
１ 

 

久留米市地域福祉計画 
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（３）計画の期間 

   ①第３期久留米市障害者計画 

平成 30 年度から平成 35 年度までの６年間 

 ＊障害者基本法の理念実現のためには、長期的かつ継続的な取り組みが必要

となるが、近年の障害者を取り巻くめまぐるしい変化（様々な制度改正や

環境変化など）等を勘案すると、中期的計画が望ましい。 

 ＊障害福祉計画及び障害児福祉計画と始期・終期を揃える（２期分） 

 ＊国の第４次基本計画（骨格案）では、平成 30 年度から平成 34 年度までの

５年間としているが、国の動向を的確に第４期市計画に反映させるため、

計画期間を１年延ばす。 

②第５期久留米市障害福祉計画 

  平成 30 年度から平成 32 年度までの３年間 

③第１期久留米市障害児福祉計画 

  平成 30 年度から平成３２年度までの３年間 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）策定体制 

   計画の策定は、庁内組織で素案・原案の作成を行ったうえで、関係機関、当事者団

体、当事者等で構成される外部組織による意見・評価を求めることを基本として進め

る（イメージ図）。 

   庁内組織は、次長級で構成される障害者計画等策定推進調整会議を中心として、上

位機関を障害者計画等策定推進会議、実質的作業を担う障害者計画等策定推進担当者

会議で構成する。各会議の設置・構成メンバーは、久留米市障害者計画等策定推進会

議設置要綱に定める。 資料 １１ 

   外部組織としては、久留米市障害者地域生活支援協議会及び当該協議会に設置する

障害者計画等策定検討部会（障害当事者及びその家族の市民公募委員を含む）とする。 

資料 １２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

区分 H30 H31 H32 H33 H34 H35 

障害者計画 

      

      

障害福祉計画 
障害児福祉計画 

      

実施計画 
年度目標 

実施計画 
年度目標 

実施計画 
年度目標 

実施計画 
年度目標 

実施計画 
年度目標 実施計画 

年度目標 

第５期・第１期 第６期・第２期 

 
「障害者自立支援法（現在は「障害者総合支援法」）」において、市町村が設置する

よう努めなければならないとされた協議会。関係機関等により構成し、障害者等への

支援の体制整備等の協議を行う。また、協議会を設置した市町村は、市町村障害福祉

計画を定め、又は変更しようとする場合において、あらかじめ、協議会の意見を聴く

よう努めなければならないとされている。 

久留米市では、設置要綱に基づき、平成 19 年度から設置しており、要綱において

「協議会は、久留米市の市町村障害福祉計画の策定又は変更に際して、市長の求めに

応じて意見を述べるものとする」と規定している。 

 

 

 

自立支援協議会（久留米市地域生活支援協議会） 

基本理念、基本目標、施策毎の基本方針・最終目標 
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（５）策定手順 

   ①現計画の評価 

     次期計画策定の前提として、現計画の進捗状況の整理・評価を実施する。６月

下旬に、現計画における施策を所管する各課に依頼。取りまとめ後、外部委員に

提案を行う。 

   ②当事者、市民意見の反映 

     「障害者基本法」並びに「障害者総合支援法」において、「市町村は、市町村

障害者計画を策定するにあたっては、あらかじめ、合議制の機関（協議会）の意

見を聴くよう努めなければならない」とされている。 

     障害者その他の関係者の意見を聴き取るため、障害者団体、関係機関、当事者

を構成委員とする障害者地域生活支援協議会と意見の交換を行いながら、計画策

定を進める。 

     また、生活実態調査（Ｈ28 年度実施済）、当事者団体、関係機関等に対する   

インタビュー調査、市民説明会におけるアンケート調査等を実施するなど、より

多くの当事者や市民の意見が計画に反映できるように努める。 

 

計画の策定体制 

障害者計画等 

策定推進会議 
（副市長・関係部長級） 

障害者計画等 

策定推進調整会議 

（関係次長級） 

障害者地域生活支援協議会 

障害者計画等策定検討部会 

（当事者、専門家、患者会等から選出） 

障害者計画等 

策定推進担当者会議 
（関係課担当者） 

事務局 
（健康福祉部障害者福祉課） 

市長 

（決定者） 

付議 

（庁内組織） （外部組織） 

意見・評価 

提案 

報告 計画原案の報告 

指導・調整 計画原案  の報告 

連絡・調整 
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   ③今後のスケジュール 

    計画策定の今後のスケジュールは、別紙のとおり 資料 １３ 

 

計画策定の各段階において、地域生活支援協議会と意見交換 

次期計画策定手順のイメージ図 

  

引き続 
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の 
整 
理 

重 
点 
施 
策 
の 
選 
定 

計 
画 
素 
案 
の 
策 
定 
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期 

「 久 
留 
米 
市 
障 
害 
者 
計 
画 

」 の 
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成 

パブリック・ 
コメント 

現 
計 
画 
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進 
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況 
の 
整 
理 
・ 
評 
価 

現 

「 

久 
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米 
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害 
者 
計 
画 

」 

市民意識調査 
インタビュー調査 

実態調査結果 

法 
制 
度 
の 
改 
正 

、 社 
会 
情 
勢 
の 
変 
化 
等 
の 
現 
状 
認 
識 

新たに 
取り組 
むべき 
課題 
  

協働的視点による市民意見の反映 

廃 

止 

市民説明会 骨 
子 
案 
の 
策 
定 

骨 
子 
案 
の 
検 
討 



障害者基本法の一部を改正する法律【概要】 平成23年７月29日成立

平成23年８月５日公布

（公布日施行）

１）目的規定の見直し（第１条関係）

・ 全ての国民が、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、全て

の国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現する。

２）障害者の定義の見直し（第２条関係）

・ 身体障害、知的障害、精神障害（発達障害を含む。）その他の心身の機能の障害がある者であって、障害及び社会的障壁（障害がある者にとって障

壁となるような事物・制度・慣行・観念その他一切のもの）により継続的に日常生活、社会生活に相当な制限を受ける状態にあるもの。

３）地域社会における共生等（第３条関係）

１）に規定する社会の実現は、全ての障害者が、障害者でない者と等しく、基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさ

わしい生活を保障される権利を有することを前提としつつ、次に掲げる事項を旨として図る。

・ 全て障害者は、あらゆる分野の活動に参加する機会が確保されること。

・ 全て障害者は、どこで誰と生活するかについての選択の機会が確保され、地域社会において他の人々と共生することを妨げられないこと。

・ 全て障害者は、言語（手話を含む。）その他の意思疎通のための手段についての選択の機会が確保されるとともに、情報の取得又は利用のための

手段についての選択の機会の拡大が図られること。

４）差別の禁止（第４条関係）

・ 障害者に対して、障害を理由として、差別することその他の権利利益を侵害する行為をしてはならない。

・ 社会的障壁の除去は、それを必要としている障害者が現に存し、かつ、その実施に伴う負担が過重でないときは、その実施について必要かつ合理

的な配慮がされなければならない。

・ 国は、差別の防止を図るため必要となる情報の収集、整理及び提供を行う。

５）国際的協調（第５条関係）

・ １）に規定する社会の実現は、国際的協調の下に図られなければならない。

６）国民の理解（第７条関係）/国民の責務（第８条関係）

・ 国及び地方公共団体は、 ３）から５）までに定める基本原則に関する国民の理解を深めるよう必要な施策を実施。

・ 国民は、基本原則にのっとり、１）に規定する社会の実現に寄与するよう努める。

７）施策の基本方針（第10条関係）

・ 障害者の性別、年齢、障害の状態、生活の実態に応じて施策を実施。

・ 障害者その他の関係者の意見を聴き、その意見を尊重するよう努める。

総則関係

（公布日施行）

１）医療、介護等（第14条関係）

・ 障害者の性別、年齢、障害の状態、生活の実態に応じ、医療、介護、保

健、生活支援等の適切な支援を受けられるよう必要な施策

・ 身近な場所において医療、介護の給付等を受けられるよう必要な施策を

講ずるほか、人権を十分尊重

２）教育（第16条関係）

・ 年齢、能力に応じ、その特性を踏まえた十分な教育が受けられるよう、障

害者でない児童及び生徒と共に教育を受けられるよう配慮しつつ、教育の

内容及び方法の改善及び充実を図る等必要な施策

・ 障害者である児童及び生徒並びにその保護者に対し十分な情報の提供

を行うとともに、可能な限りその意向を尊重

・ 調査及び研究、人材の確保及び資質の向上、適切な教材等の提供、学

校施設その他の環境の整備の促進

３）療育【新設】 （第17条関係）

・ 身近な場所において療育その他これに関連する支援を受けられるよう必要な施策。

・ 研究、開発及び普及の促進、専門的知識又は技能を有する職員の育成

その他の環境の整備の促進

４）職業相談等（第18条関係）

・ 多様な就業の機会を確保するよう努めるとともに、個々の障害者の特性

に配慮した職業相談、職業訓練等の施策

５）雇用の促進等（第19条関係）

・ 国、地方公共団体、事業者における雇用を促進するため、障害者の優先

雇用その他の施策

・ 事業主は、適切な雇用の機会を確保するとともに、個々の障害者の特性

に応じた適正な雇用管理

６）住宅の確保（第20条関係）

・ 地域社会において安定した生活を営むことができるようにするため、住宅

の確保、住宅の整備を促進するよう必要な施策

７）公共的施設のバリアフリー化（第21条関係）

・ 交通施設（車両、船舶、航空機等の移動施設を含む。）その他の公共的

施設について、円滑に利用できるような施設の構造及び設備の整備等の計

画的推進

８）情報の利用におけるバリアフリー化等（第22条関係）

・ 円滑に情報を取得・利用し、意思を表示し、他人との意思疎通を図ること

ができるよう、障害者の意思疎通を仲介する者の養成及び派遣等の必要な

施策

・ 災害等の場合に安全を確保するため必要な情報が迅速かつ的確に伝え

られるよう必要な施策

９）相談等（第23条関係）

・ 意思決定の支援に配慮しつつ、障害者の家族その他の関係者に対する

相談業務等

・ 障害者及びその家族その他の関係者からの各種の相談に総合的に応ず

ることができるよう、必要な相談体制の整備を図るとともに、障害者の家族

が互いに支え合うための活動の支援その他の支援

10）文化的諸条件の整備等（第25条関係）

・ 円滑に文化芸術活動、スポーツ又はレクリエーションを行うことができるよ

う必要な施策

11）防災及び防犯【新設】（第26条関係）

・ 地域社会において安全にかつ安心して生活を営むことができるよう、障害

者の性別、年齢、障害の状態、生活の実態に応じて、防災及び防犯に関し

必要な施策

12）消費者としての障害者の保護【新設】（第27条関係）

・ 障害者の消費者としての利益の擁護及び増進が図られるよう、適切な方

法による情報の提供その他必要な施策

13）選挙等における配慮【新設】（第28条関係）

・ 選挙等において、円滑に投票できるようにするため、投票所の施設、設備

の整備等必要な施策

14）司法手続における配慮等【新設】（第29条関係）

・ 刑事事件等の手続の対象となった場合、民事事件等に関する手続の当

事者等となった場合、権利を円滑に行使できるよう、個々の障害者の特性に

応じた意思疎通の手段を確保するよう配慮するとともに、関係職員に対する

研修等必要な施策

15）国際協力【新設】（第30条関係）

・ 外国政府、国際機関又は関係団体等との情報の交換その他必要な施策

基本的施策関係

（公布から１年以内に政令で定める日から施行）

国）障害者政策委員会（第32～35条関係）

・ 中央障害者施策推進協議会を改組し、「障害者政策委員会」を内閣府に設置（障害者、障害者の
自立及び社会参加に関する事業に従事する者、学識経験者のうちから総理が任命）

・ 障害者基本計画の策定に関する調査審議・意見具申、同計画の実施状況の監視・勧告

地方）審議会その他の合議制の機関（第36条関係）

・ 地方障害者施策推進協議会を改組し、その所掌事務に障害者に関する施策の実施状況の監視を追加

障害者政策委員会等
検討（附則第２条関係）

・ 施行後３年を経過した場合、施行の状況につ

いて検討を加え、その結果に基づき必要な措置

・ 障害に応じた施策の実施状況を踏まえ、地域

における保健、医療及び福祉の連携の確保その

他の障害者に対する支援体制の在り方について

検討を加え、その結果に基づき必要な措置 等

附則

等

等

等

等

等

等

等

等

等

等

等

等

等

等

等

等

等

等

等

等

等

等

等

等
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平成２５年４月１日（ただし、４．及び５．①～③については、平成２６年４月１日） 

 障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて、地域社会における共生の実現に向けて、障害福祉サービスの充実等障害者の
日常生活及び社会生活を総合的に支援するため、新たな障害保健福祉施策を講ずるものとする。

１．趣旨

１．題名 

  「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的 

に支援するための法律（障害者総合支援法）」とする。 

２．基本理念 

 法に基づく日常生活・社会生活の支援が、共生社会を実現するため、 

社会参加の機会の確保及び地域社会における共生、社会的障壁の 

除去に資するよう、総合的かつ計画的に行われることを法律の基本 

理念として新たに掲げる。 

３．障害者の範囲（障害児の範囲も同様に対応。） 
 「制度の谷間」を埋めるべく、障害者の範囲に難病等を加える。 

４．障害支援区分の創設 

  「障害程度区分」について、障害の多様な特性その他の心身の状態 

に応じて必要とされる標準的な支援の度合いを総合的に示す「障害 

支援区分」に改める。 

 ※  障害支援区分の認定が知的障害者・精神障害者の特性に応じて 

行われるよう、区分の制定に当たっては適切な配慮等を行う。 

２．概要

３．施行期日

地域社会における共生の実現に向けて 
新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律の概要

① 常時介護を要する障害者等に対する支援、障害者等の移動の支援、障害者の就労の支援その他の障害福祉サービスの在り方
② 障害支援区分の認定を含めた支給決定の在り方
③ 障害者の意思決定支援の在り方、障害福祉サービスの利用の観点からの成年後見制度の利用促進の在り方
④ 手話通訳等を行う者の派遣その他の聴覚、言語機能、音声機能その他の障害のため意思疎通を図ることに支障がある障害者等に対する
支援の在り方 

⑤ 精神障害者及び高齢の障害者に対する支援の在り方
※上記の検討に当たっては、障害者やその家族その他の関係者の意見を反映させる措置を講ずる。 

４．検討規定（障害者施策を段階的に講じるため、法の施行後３年を目途として、以下について検討）

（平成２４年６月２０日 成立・同年６月２７日 公布）
５．障害者に対する支援 

① 重度訪問介護の対象拡大（重度の肢体不自由者等であって常時
介護を要する障害者として厚生労働省令で定めるものとする） 
② 共同生活介護（ケアホーム）の共同生活援助（グループホーム）へ

 の一元化 

③ 地域移行支援の対象拡大(地域における生活に移行するため重点
的な支援を必要とする者であって厚生労働省令で定めるものを加える） 
④ 地域生活支援事業の追加（障害者に対する理解を深めるための

  研修や啓発を行う事業、意思疎通支援を行う者を養成する事業等） 

６．サービス基盤の計画的整備 

① 障害福祉サービス等の提供体制の確保に係る目標に関する事項
及び地域生活支援事業の実施に関する事項についての障害福祉 

計画の策定 

② 基本指針・障害福祉計画に関する定期的な検証と見直しを法定化
③ 市町村は障害福祉計画を作成するに当たって、障害者等のニーズ
把握等を行うことを努力義務化 

④ 自立支援協議会の名称について、地域の実情に応じて定められる
 よう弾力化するとともに、当事者や家族の参画を明確化 
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 障害者が自らの望む地域生活を営むことができるよう、「生活」と「就労」に対する支援の一層の充実や高齢障害者による介護保険サー

ビスの円滑な利用を促進するための見直しを行うとともに、障害児支援のニーズの多様化にきめ細かく対応するための支援の拡充を図るほ

か、サービスの質の確保・向上を図るための環境整備等を行う。 

１．障害者の望む地域生活の支援 

 (1) 施設入所支援や共同生活援助を利用していた者等を対象として、定期的な巡回訪問や随時の対応により、円滑な地域生活に向けた相
談・助言等を行うサービスを新設する（自立生活援助） 

 (2) 就業に伴う生活面の課題に対応できるよう、事業所・家族との連絡調整等の支援を行うサービスを新設する（就労定着支援） 

 (3) 重度訪問介護について、医療機関への入院時も一定の支援を可能とする 

 (4) 65歳に至るまで相当の長期間にわたり障害福祉サービスを利用してきた低所得の高齢障害者が引き続き障害福祉サービスに相当する
介護保険サービスを利用する場合に、障害者の所得の状況や障害の程度等の事情を勘案し、当該介護保険サービスの利用者負担を
障害福祉制度により軽減（償還）できる仕組みを設ける 

２．障害児支援のニーズの多様化へのきめ細かな対応 

 (1) 重度の障害等により外出が著しく困難な障害児に対し、居宅を訪問して発達支援を提供するサービスを新設する 

 (2) 保育所等の障害児に発達支援を提供する保育所等訪問支援について、乳児院・児童養護施設の障害児に対象を拡大する 

 (3) 医療的ケアを要する障害児が適切な支援を受けられるよう、自治体において保健・医療・福祉等の連携促進に努めるものとする 

 (4) 障害児のサービスに係る提供体制の計画的な構築を推進するため、自治体において障害児福祉計画を策定するものとする 

３．サービスの質の確保・向上に向けた環境整備 

 (1) 補装具費について、成長に伴い短期間で取り替える必要のある障害児の場合等に貸与の活用も可能とする 

 (2) 都道府県がサービス事業所の事業内容等の情報を公表する制度を設けるとともに、自治体の事務の効率化を図るため、所要の規定を
整備する 

平成30年４月１日（２.(3)については公布の日（平成28年6月3日）） 

概 要 

趣 旨 

施行期日 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の

一部を改正する法律（概要）

（平成28年5月25日成立・同年6月3日公布） 
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国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律の概要

１．目的（第１条） 障害者就労施設、在宅就業障害者及び在宅就業支援団体（以下「障害者就労施設等」という。）の受注の機会を確保するために
必要な事項等を定めることにより、障害者就労施設等が供給する物品等に対する需要の増進等を図り、もって障害者就労施設で就労

（平成２４年６月２０日成立、同６月２７日公布）

＜国・独立行政法人等＞    ＜地方公共団体・地方独立行政法人＞

２．国等の責務及び調達の推進（第３条～第９条） 

必要な事項等を定めることにより、障害者就労施設等が供給する物品等に対する需要の増進等を図り、もって障害者就労施設で就労
する障害者、在宅就業障害者等の自立の促進に資する。 

基本方針の策定・公表（厚生労働大臣） 

調達方針の策定・公表（各省各庁の長等） 

調達方針の策定・公表 

優先的に障害者就労施設等から物品等を調達するよう努める責務 障害者就労施設等の受注機会の増大を図るための措置を講ずるよう努める責務 

調達方針に即した調達の実施 

調達実績の取りまとめ・公表等 

調達方針に即した調達の実施 

調達実績の取りまとめ・公表  ① 国及び独立行政法人等は、公契約について、競争参加資格を定めるに当たって法定雇用率を満たしていること又は障害者就労施設等から相当程度
の物品等を調達していることに配慮する等障害者の就業を促進するために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

② 地方公共団体及び地方独立行政法人は、①による国及び独立行政法人等の措置に準じて必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

３．公契約における障害者の就業を促進するための措置等（第 10 条）

 

 ５ その他（附則第１条～附則第３条）

障害者就労施設等は、単独で又は相互に連携して若しくは共同して、購入者等に対し、その物品等に関する情報を提供するよう努めるとともに、当
該物品等の質の向上及び供給の円滑化に努めるものとする。 

４．障害者就労施設等の供給する物品等に関する情報の提供（第 11 条）

５．その他（附則第１条～附則第３条）

（１）施行期日 

この法律は、平成２５年４月１日から施行する。 

（２）検 討 
政府は、以下の事項について、３年以内に検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 政府は、以下の事項について、３年以内に検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

① 障害者就労施設等の物品等の質の確保等に関する支援及び情報提供の在り方
② 入札者が法定雇用率を満たしていること、障害者就労施設等から相当程度の物品等を調達していること等を評価して公契約の落札者を決定する方式の導入

（３）税制上の措置 
国は、租税特別措置法で定めるところにより、障害者就労施設等が供給する物品等に対する需要の増進を図るために必要な措置を講ずるものとする。 
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障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（障害者差別解消法＜平成２５年法律第６５号＞）の概要

障害者基本法

第４条

基本原則

差別の禁止

第１項：障害を理由とする

差別等の権利侵害

行為の禁止

第2項：社会的障壁の除去を怠る

ことによる権利侵害の防止

第3項：国による啓発・知識の

普及を図るための取組

何人も、障害者に対して、障害を

理由として、差別することその他

の権利利益を侵害する行為をして

はならない。

社会的障壁の除去は、それを必要としている

障害者が現に存し、かつ、その実施に伴う負

担が過重でないときは、それを怠ることによ

つて前項の規定に違反することとならないよ

う、その実施について必要かつ合理的な配慮

がされなければならない。

国は、第一項の規定に違反する行為の防

止に関する啓発及び知識の普及を図るた

め、当該行為の防止を図るために必要と

なる情報の収集、整理及び提供を行うも

のとする。

施行日：平成２８年４月１日（施行後３年を目途に必要な見直し検討）

具体化
Ⅰ．差別を解消するための措置

Ⅱ．差別を解消するための支援措置

不当な差別的取扱いの禁止 合理的配慮の提供

国・地方公共団体等

事 業 者
事 業 者

国・地方公共団体等
法的義務

努力義務

法的義務

（１）政府全体の方針として、差別の解消の推進に関する基本方針を策定（閣議決定）

具体的な対応

● 主務大臣による事業者に対する報告徴収、助言、指導、勧告実効性の確保

● 国内外における差別及び差別の解消に向けた取組に関わる情報の収集、整理及び提供情報収集等

● 相談・紛争解決の体制整備 ⇒ 既存の相談・紛争解決の制度の活用、充実相談・紛争解決

● 障害者差別解消支援地域協議会における関係機関等の連携地域における連携

● 普及・啓発活動の実施啓発活動

国・地方公共団体等 ⇒ 当該機関における取組に関する対応要領を策定（※地方の策定は努力義務）

事 業 者 ⇒ 主務大臣が事業分野別の対応指針（ガイドライン）を策定
（２）

【資料６】



「命の重さは障害の有無によって少しも変わることはない」という当たり前の価値観を社会全体で共有し、障害者と障害のない者が、
お互いに⾃然な態度で接することが⽇常となるように、国⺠の理解促進に努める。

位置付け：障害者基本法に基づき策定される、政府が講ずる障害者の⾃⽴及び社会参加の⽀援等のための施策の最も基本的な計画
計画期間：平成30(2018)年度から34(2022)年度までの５年間

(1)障害者権利条約の理念の尊重・
整合性の確保

(4)障害特性等に配慮したきめ細かい⽀援

(3)当事者本位の総合的かつ分野横断的な
⽀援

課題①：アクセシビリティの向上
課題②：性別、年齢による

複合的困難への配慮
課題③：統計・ＰＤＣＡサイクルの充実

○社会的障壁の除去のため、障害者のアク
セシビリティ向上の環境整備が重要

○社会のあらゆる場⾯でアクセシビリティ

向上の視点を取り⼊れることを通じ、

社会全体で強⼒に取組を推進

○”Evidence Based Policy”の観点から
障害当事者の実態把握を適切に⾏うため
必要なデータ収集や統計の充実が必要

○PDCAサイクルを構築・着実に実⾏し、
障害者施策の不断の⾒直しを⾏っていく

○障害のある⼥性や障害のある⼦供は
複合的困難な状況に置かれる場合がある
○複合的困難に直⾯する障害者に対する

きめ細かい配慮が求められていること
を踏まえて障害者施策を策定・実施

障害者基本計画（第４次）の策定に当たっての基本的考え方（案）

１．障害者基本計画（第４次）の位置付け

２ ．障害者基本計画（第４次）の背景

３ ．各分野に共通する横断的視点

４ ．命の大切さ等に係る国民の理解促進

背景①： 障害者権利条約の批准 ➩ 分野横断的な課題と指摘される性別等への配慮や統計を含め、条約との整合性確保が必要

背景②： 障害者差別解消法の施行 ➩ 差別の解消に向けた社会的障壁の除去のため、アクセシビリティの⼀層の向上が必要

背景③： 2020東京パラリンピックの開催決定 ➩ 先進的な取組を世界に⽰せるよう、世界の範となる障害者施策の実現が必要

(2)社会のあらゆる場⾯における
アクセシビリティの向上

(5)性別、年齢による複合的困難に
配慮したきめ細かい⽀援

(6)PDCAサイクル等を通じた
実効性ある取組の推進

資料２－１



第２期久留米市障害者計画と国第４次障害者基本計画（案）の構成比較 

第２期 久留米市障害者計画 国 第４次障害者基本計画（案） 

基本

目標 

分
野 施策区分 分野 施策の基本的な方向 

壁
を
な
く
し 

認
め
合
っ
て
生
き
る
た
め
に

１
啓
発
・
広
報

（１）ノーマライゼーションの意識啓発の充実 
【重点施策】 

（２）情報バリアフリーの推進【重点施策】 
（３）ボランティアなどの育成・活動促進 

１．安全・安心な 

生活環境の 

整備 

（１）住宅の確保 

（２）移動しやすい環境の整備等 

（３）ｱｸｾｼﾋﾞﾘﾃｨに配慮した施設、 

製品等の普及促進 

（４）障害者に配慮したまちづくりの 

総合的な推進 

２
生
活
環
境

（４）障害者にやさしいまちづくりの推進 ２．情報アクセシビ

リティの向上

及び意思疎通 

支援の充実 

（１）情報通信における情報ｱｸｾｼﾋﾞﾘﾃｨの向上 

（２）情報提供の充実等 

（３）意思疎通支援の充実 

（４）行政情報のｱｸｾｼﾋﾞﾘﾃｨの向上  

安
全
と
安
心
の
た
め
に

３
権
利
擁
護

（１）権利擁護・相談支援体制の確立 ３．防災、防犯等の

推進 
（１）防災対策の推進 

（２）復興の推進 

（３）防犯対策の推進 

（４）消費者トラブルの防止及び 

被害からの救済 

４
防
災
・

防
犯

（２）防災・防犯対策の推進【重点施策】 ４．差別の解消、権

利擁護の推進

及び虐待の防

止 

（１）権利擁護の推進、虐待の防止  

（２）障害を理由とする差別の解消の推進 

支
援
が
必
要
な
子
ど
も
の
発
達
支
援
と

教
育
の
充
実
の
た
め
に 

５
療
育
・
保
育

（１）健康相談の充実 
（２）切れ目のない療育・教育体制の確立 

【重点施策】 
（３）療育の充実 

５．自立した生活の

支援・意思決定

支援の推進 

（１）意思決定支援の推進  

（２）相談支援体制の構築 

（３）地域移行支援、在宅サービス等の充実 

（４）障害のある子供に対する支援の充実 

（５）障害福祉サービスの質の向上等 

（６）福祉用具その他ｱｸｾｼﾋﾞﾘﾃｨの向上に資す

る機器の普及促進・研究開発及び身体

障害者補助犬の育成等 

（７）障害福祉を支える人材の育成・確保 

６
教
育
・
育
成

（４）学校教育の充実 
（５）社会教育の充実 

６．保健・医療の 

推進 
（１）精神保健・医療の適切な提供等 

（２）保健・医療の充実等 

（３）保健・医療の向上に資する研究開発等

の推進 

（４）保健・医療を支える人材の育成・確保 

（５）難病に関する保健・医療施策の推進 

（６）障害の原因となる疾病等の予防・治療 

自
立
し
て
暮
ら
し
続
け
る
た
め
に

７
雇
用
・
就
労

（１）一般就労の促進 
（２）福祉的就労の充実 
（３）就労支援の充実 

７．行政等における 

配慮の充実 
（１）司法手続等における配慮等 

（２）選挙等における配慮等 

（３）行政機関等における配慮及び障害者理

解の促進等 

（４）国家資格に関する配慮等 

８
生
活
支
援

（４）住まいの確保と居住支援の充実 
【重点施策】 

（５）在宅福祉サービスなどの充実 
【重点施策】 

（６）外出支援の充実 
（７）生活安定施策の充実 

８．雇用・就業、 

経済的自立の 

⽀援 

（１）総合的な就労支援 

（２）経済的自立の支援 

（３）障害者雇用の促進 

（４）障害特性に応じた就労支援及び 

多様な就業の機会の確保 

（５）福祉的就労の底上げ 

９
保
健
・

医
療

（８）保健サービスの充実 
（９）医療サービスの充実 

９．教育の振興 （１）インクルーシブ教育システムの推進 

（２）教育環境の整備 

（３）高等教育における障害学生支援の推進 

（４）生涯を通じた多様な学習活動の充実 

生
き
が
い
を
持
っ
て 

自
分
ら
し
く
生
き
る
た
め
に

10
日
中
活
動 

（１）日中活動の促進 10．文化芸術活動・ 

スポーツ等の

振興 

（１）文化芸術活動、余暇・ 

レクリエーション活動の充実に 

向けた社会環境の整備 

（２）スポーツに親しめる環境の整備、 

パラリンピック等競技スポーツに係る

取組の推進 

11
社
会
活
動 

（２）スポーツ・文化活動への参加促進 
（３）地域活動や国内外交流の促進 

11．国際協力の推進 （１）国際社会に向けた情報発信の推進等 

（２）国際的枠組みとの連携の推進 

（３）政府開発援助を通じた国際協力の 

推進等 

（４）障害者の国際交流等の推進 

※      は関連する項目を結んでいます。 

※国の施策の網掛け部分は、内容としては既に久留米市の現行計画に含まれているものがほとんどですが、今回の国計画の方向性との関

連で、新たに施策としての展開（項目の立ち上げ）を検討する必要があるものです。 
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第５期障害福祉計画に係る国の基本指針の見直しについて

 「基本指針」（大臣告示）は、障害福祉施策に関する基本的事項や成果目標等を定めるもの。今年度中に新たな指針を示す。
 都道府県・市町村は、基本指針に即して３か年の「障害福祉計画」を策定。次期計画期間はH30～32年度

２．基本指針見直しの主なポイント 

１．基本指針について 

①施設入所者の地域生活への移行

・地域移行者数：H28年度末施設入所者の９％以上 

・施設入所者数：H28年度末の２％以上削減 

※ 高齢化・重症化を背景とした目標設定 

②精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築【項目の見直し】

・保健・医療・福祉関係者による協議の場（各圏域、各市町村）の設置 

・精神病床の1年以上入院患者数：14.6万人～15.7万人に 

  （H26年度末の18.5万人と比べて3.9万人～2.8万人減） 

・退院率：入院後3ヵ月 69％、入院後6ヵ月84％、入院後１年90％ 

（H27年時点の上位10%の都道府県の水準） 

③地域生活支援拠点等の整備

・各市町村又は各圏域に少なくとも１つ整備 

④福祉施設から一般就労への移行

・一般就労への移行者数： H28年度の１．５倍 

・就労移行支援事業利用者：H28年度の２割増 

・移行率３割以上の就労移行支援事業所：５割以上 

 ※ 実績を踏まえた目標設定 

・就労定着支援１年後の就労定着率：80％以上（新） 

⑤障害児支援の提供体制の整備等【新たな項目】

・児童発達支援センターを各市町村に少なくとも1カ所設置 

・保育所等訪問支援を利用できる体制を各市町村で構築 

・主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所、放課後等デイ
サービスを各市町村に少なくとも１カ所確保 

・医療的ケア児支援の協議の場（各都道府県、各圏域、各市町村）の設
置（H30年度末まで） 

・障害者虐待の防止、養護者に対する支援  ・発達障害者支援の一層の充実      ・難病患者への一層の周知 

・障害を理由とする差別の解消の推進       ・意思決定支援、成年後見制度の利用促進の在り方 

・ 地域における生活の維持及び継続の推進 ・ 就労定着に向けた支援  ・ 地域共生社会の実現に向けた取組 

・ 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 ・ 障害児のサービス提供体制の計画的な構築 ・ 発達障害者支援の一層の充実 

３．成果目標（計画期間が終了するH32年度末の目標） 

４．その他の見直し 
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久留米市障害者計画等策定推進会議設置要綱 

(設置目的) 

第１条 久留米市における障害者に関する基本的かつ総合的な施策の指針となる久留米市

障害者計画及び久留米市障害福祉計画（以下「障害者計画等」という。）の策定にあたり、

原案の策定に係る市行政内部における連絡調整を図るため、次の組織を設置する。 

(1) 久留米市障害者計画等策定推進会議（以下「推進会議」という。） 

(2) 久留米市障害者計画等策定推進調整会議（以下「調整会議」という。） 

(3) 久留米市障害者計画等策定担当者会議（以下「担当者会議」という。） 

(推進会議) 

第２条 推進会議は障害者計画等の策定について調整会議の報告をもとに原案の検討を行

う。 

２ 推進会議の委員は別表 1の職にあるものをもって構成する。 

３ 推進会議に会長及び副会長を置く。 

４ 推進会議の会長は健康福祉部を所管する副市長をもって充て、副会長は健康福祉部長

をもって充てる。 

５ 会長は推進会議を代表し、会務を総理する。 

６ 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。 

７ 推進会議は会長が招集し、主宰する。 

(調整会議) 

第３条 調整会議は、次に掲げる事項について審議及び調整を行い、推進会議に報告を行 

う。 

(1) 障害者計画等の原案策定に関すること 

(2) 障害者計画等策定に関する関係各部の連携の確保、連絡調整に関すること 

(3) 担当者会議の指導に関すること 

(4) その他、目的達成に必要と認められる事項に関すること 

２ 調整会議の幹事は別表２に掲げる職にある者をもって充てる。 

３ 調整会議に代表及び副代表を置く。 

４ 調整会議の代表は健康福祉部次長をもって充て、副代表は総合政策部総合政策課長を

もって充てる。 

５ 調整会議は代表が招集し、主宰する。 
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(担当者会議) 

第４条 担当者会議は、専門的事項及び各部横断的な事項に関し、調査、研究及び検討作

業を行い、障害者計画等の素案の検討を行う。 

２ 担当者会議は、別表３に掲げる担当課等の職員をもって構成する。 

３ 担当者会議に代表を置き、障害者福祉課長をもって充てる。 

４ 担当者会議の会議は、議題に応じ、第２項に規定する者の中から代表が指名する者を

もって構成する。 

(関係部局の協力) 

第５条 関係各部局は、障害者施策の効果的かつ円滑な推進を図るため、推進会議、調整

会議及び担当者会議の任務遂行に積極的に参加、協力するものとする。 

(庶務) 

第６条 推進会議、調整会議及び担当者会議の事務局は、健康福祉部障害者福祉課に置く。 

(その他) 

第７条 推進会議、調整会議及び担当者会議は、障害者計画等の策定をもって解散する。 

   附 則 

この要綱は、平成 1８年８月２８日から施行する。 

   附 則 

この要綱は、平成２５年５月１３日から施行する。 

   附 則 

この要綱は、平成２９年７月１日から施行する。 



別表１ 

会 長 健康福祉部を所管する副市長 

副会長 健康福祉部長 

委 員 総合政策部長 

総務部長 

協働推進部長 

市民文化部長 

保健所長 

子ども未来部長 

環境部長 

農政部長 

商工観光労働部長 

都市建設部長 

田主丸総合支所長 

北野総合支所長 

城島総合支所長 

三潴総合支所長 

上下水道部長 

教育部長 

久留米広域消防本部消防長 

別表２ 

代 表 健康福祉部次長 

副代表 総合政策部総合政策課長 

幹 事 総務部次長 

協働推進部次長 

市民文化部次長 

健康福祉部保健所次長 

子ども未来部次長 

環境部次長 

農政部次長 

商工観光労働部次長 

都市建設部次長 

田主丸総合支所次長 

北野総合支所次長 

城島総合支所次長 

三潴総合支所次長 

上下水道部次長 

教育部次長 

久留米広域消防本部次長 



別表３ 

代 表 障害者福祉課長 

総合政策部広報課 

総務部情報政策課 

総務部人事厚生課 

総務部人材育成課 

総務部契約課 

協働推進部協働推進課 

協働推進部地域コミュニティ課 

協働推進部安全安心推進課 

協働推進部広聴・相談課 

協働推進部消費生活センター 

協働推進部人権啓発センター 

市民文化部市民税課 

市民文化部資産税課 

市民文化部文化振興課 

市民文化部生涯学習推進課 

市民文化部体育スポーツ課 

市民文化部中央図書館 

健康福祉部地域福祉課 

健康福祉部健康保険課 

健康福祉部医療・年金課 

健康福祉部障害者福祉課 

健康福祉部長寿支援課 

健康福祉部介護保険課 

健康福祉部保健所保険予防課 

健康福祉部保健所健康推進課 

子ども未来部子ども政策課 

子ども未来部幼児教育研究所 

環境部施設課 

農政部農政課 

商工観光労働部商工政策課 

商工観光労働部企業誘致推進課 

商工観光労働部観光・国際課 

商工観光労働部労政課 

都市建設部防災対策課 

都市建設部建築指導課 

都市建設部住宅政策課 

都市建設部公園緑化推進課 

都市建設部交通政策課 

都市建設部道路整備課 

教育部学校施設課 

教育部学校教育課 

教育部教育センター 

議会事務局議事調査課 

選挙管理委員会事務局 

久留米広域消防本部予防課 

久留米広域消防本部情報指令課 



久留米市障害者地域生活支援協議会設置要綱 

 （目的） 

第１条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第

１２３号。以下「障害者総合支援法」という。）第８９条の３に基づき、関係機関、関係団

体並びに障害者等及びその家族並びに障害者等の福祉、医療、教育又は雇用に関連する職

務に従事する者その他の関係者（以下「関係機関等」という。）が、相互の連携を図ること

により、地域における障害者等への支援体制に関する課題について情報を共有し、関係機

関等の連携の緊密化を図るとともに、地域の実情に応じた体制の整備について協議を行う

ため、久留米市障害者地域生活支援協議会（以下「協議会」という。）を設置する。 

（協議事項） 

第２条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。 

(1) 地域の関係機関によるネットワーク構築、課題の情報共有に関すること。 

(2) 相談支援事業者のうち、市から委託を受けた事業者に対する運営評価に関すること。 

(3) その他、地域における障害者等への支援体制の整備に関すること。 

２ 協議会は、障害者総合支援法第８８条第８項に基づき、久留米市の市町村障害福祉計画

の策定又は変更に際して、市長の求めに応じて意見を述べるものとする。 

（委員） 

第３条 協議会は、２０人以内の委員をもって構成する。 

２ 委員は、障害者等の福祉に関する関係団体等に属する者から市長が委嘱する。 

（任期） 

第４条 委員の任期は、２年以内とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間と

する。 

２ 委員が前条の関係団体等に属さなくなったときは、その任が解かれるものとする。 

３ 委員は再任できるものとする。 

（会長及び副会長） 

第５条 協議会に会長及び副会長を置く。 

２ 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。 

３ 会長は、協議会を代表し、会務を総括する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第６条 協議会の会議（以下「会議」という。）は会長が召集し、その議長となる。 

２ 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。 

３ 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するとこ

ろによる。 

（意見の聴取等） 

第７条 協議会は、必要あるときは委員以外の者に会議への出席を求め、その意見若しくは

説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。 

第８条 削除 

（部会） 

第９条 協議会は、部会を置くことができる。 

【資料１２】



２ 部会は、協議会が指定する事項について検討する。 

３ 部会の委員は、関係機関等に属する者及び市民から選出された者（以下「公募者」とい

う。）を市長が委嘱する。 

４ 部会の委員の任期は、２年以内で部会の目的を達するに必要な期間とする。 

５ 部会に部会長及び副部会長を置く。 

６ 部会長は、会務を総括し、部会での検討結果を協議会に報告する。 

７ 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるときは、その職務を代理する。 

８ 第４条第２項及び第３項並びに第６条の規定は、部会に準用する。ただし、部会の委員

が公募者の場合は、第４条第２項の規定は適用しない。 

（守秘義務） 

第１０条 協議会及び専門部会（以下「協議会等」という。）の委員等は、障害者等及びその

家族の個人情報の保護に万全を期すものとし、協議会等において知り得た秘密を他に漏

らしてはならない。協議会等の委員等を退いた後も同様とする。 

（事務） 

第１１条 協議会等の事務は、久留米市及び基幹相談支援センター運営業務受託事業者にお

いて処理する。 

（その他） 

第１２条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に必要な事項は、別に定める。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成２０年２月１日から施行する。 

（任期の特例） 

２ この要綱の施行後初めて委嘱される協議会等の委員等の任期は、第４条第１項、第８条

第６項及び第９条第７項の規定に関わらず、平成２１年３月３１日までとする。 

   附 則 

この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、平成２５年８月１日から施行する。 

 （専門部会に関する経過措置） 

２ この要綱の施行の際現に改正前の久留米市障害者自立支援協議会設置要綱（以下「旧要

綱」という。）第９条第１項の規定により設置している専門部会は、この要綱による改正後

の久留米市障害者地域生活支援協議会設置要綱（以下「新要綱」という。）第９条第１項の

規定により設置された部会とみなす。 

３ この要綱の施行の際現に旧要綱第９条３項の規定により専門部会の委員として委嘱され

ているものは、新要綱第９条第３項の規定により前項の部会の委員として委嘱されたもの

とみなす。 

   附 則 

（施行期日） 

この要綱は、平成２９年８月１日から施行する。 



選出団体 氏名

1 久留米大学 片岡　靖子

2 事業者協議会（障害者部会） 加藤　さよ子

3 障害者支援施設協議会 原口　頼人

4 事業者協議会（訪問看護部会） 二田佳支子

5 私立幼稚園協会 早川　成

6 久留米商工会議所 脇邑　俊哉

7 民生委員児童委員協議会 綾部　章子

8 権利擁護支援センター 森髙　清一

9 社会福祉協議会 漆原　数弥

10 東部基幹相談支援センター 竹下　知宏

11 北部基幹相談支援センター 藤井　誠

12 作業所連絡会 古川　克介

13 身体障害者福祉協会 酒井　良実

14 聴覚障害者協会 秋山　辰男

15 手をつなぐ育成会 渡邊　健蔵

16 精神障害者地域家族会 尾花　亮

17 発達障害児の親の会 金子みゆき

18 くるめ出逢いの会 津野　稔一

19 公募 清竹　和夫

20 公募 城島　朋子

21 公募 宮本　冨美代

22 公募 田中　千尋

23 公募 樋口　彩夏

24 公募 松尾　博子

敬称略

　　任期　：　平成２９年８月１日～平成３０年３月３１日

久留米市障害者地域生活支援協議会 障害者計画策定等検討部会



第３期久留米市障害者計画・第５期久留米市障害福祉計画・第１期障害児福祉計画　策定スケジュール案（平成２９年度）

全体の流れ

● ●

.

●

● ●

議会対応

● ● ●

推進会議
（部長級）

● ● ●

推進調整会議
（次長級+課長級）

● ● ● ● ●

推進担当者会議
（関係課担当者）

●

地域生活支援協議会
（検討部会）

● ● ● ● ● ●

地域生活支援協議会
（全体会議）

● ●

計
画
の
完
成

３月１１月 １２月 １月 ２月６月 ７月 ８月 １０月９月項目 ５月４月

インタビュー調査

パブコメの実施

・市長説明
・市長決裁

【第3回】

・パブコメ結果報告
・計画最終案の説明

【第２回】
計画最終案報告

【第１回】
・計画策定の概要
・実態調査の結果報告

【第１回】
・計画策定の概要
・現行計画の進捗状況、評価を報告
・現行計画の評価検討
・計画素案の作成依頼

【第３回】
・市民意識調査結果報告
・計画骨子案の検討
・パブコメ事前説明
・自立支援協議会の意見の

【第５回】
・パブコメ結果報告
・計画最終案検討

【第２回】
・計画素案の検討
重点施策の検討

【第３回】
・市民意識調査結果報告
・計画骨子・原案策定に対する評
価・意見
・パブコメ事前説明

【第４回】
・計画原案への評
価・意見

【第２回】
・計画素案案に対する意見
・重点施策に対する意見

【第５回】
・パブコメ結果報告
・計画最終案報告

※ここでは意見聴取という形にして、ここ
で出た意見への対応については事務局
（若しくは部会長）に一任してもらう。

【１回】
・計画策定の概要
・現行計画の進捗状況、評価を報告
・個別施策の見直し、新規個別施策
作成依頼

第２回市民説明会

計画骨子作成

計画原案作成

・地域生活支援協議会意見を踏まえた施策の見直し作業を適宜依頼

【第４回】
・計画原案の検討

・最終案の確認を依頼

【第１回】

公募委員の募集

教民委
・実態調査の結果報告

広報紙、HPに掲載

教民委
・計画案の報告

教民委（所管事務調査）
・計画骨子案の説明

＜現行計画進捗調査＞
各課への作業依頼 結果集約 評価作成

福祉計画推計作業

【第2回】
・計画骨子案の報告
・パブコメ事前説明

プロポーザル企画受付 プレゼン事業所契約 打合せ
プロポーザル実施等
に係る部内協議･調整

＜市民意識調査＞
設問設計 調査の実施

＜市民意識調査＞
速報版公表

【第１回】
・計画策定の概要
・実態調査の結果
報告

評価の意見集約

公募委員の
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